
撮影を求める箇所

完成届の写真添付

次の屋外排水設備、特殊構造物の写真を求める。

①建物の東⻄南北周⾯（ますの並びがわかるもの）

②接続ますへの接続状況（施⼯状況がわかるもの）

③雨水接続先仕上げ状況（管口まわりの仕上げがわかるもの）

④屋外⼿洗い場等の設置状況（複数ある場合は設置箇所分）
（汚水接続の場合は、屋根との位置関係がわかるもの）

⑤施⼯状況写真（任意箇所の汚水雨水が同一掘削⾯にあるものが望ましい）

⑥阻集器、地下排水槽、ディスポーザシステム、潜熱回収型ガス給湯器を設置する場合は、
型式や大きさ、認証マークがわかるもの

完成届の写真添付

⼾建住宅（新設）の場合



完成届の写真添付

⼾建て住宅の例（図）

もしくは、浸透ます

特殊構造物他

●阻集器
• オイルトラップ
• グリーストラップ 他
●ディスポーザーシステム
●地下排水槽
●潜熱回収型ガス給湯器

⑥その他設置される場合において

1枚目

神⼾市下水道条例施⾏規則改正ポイント

２枚目 ３枚目 ４枚目

⼾建て住宅の例（写真）



• ⼾建住宅に同じ屋外排水設備、特殊構造物の写真①〜⑥を求める

• 施主や元請へ提出する写真が上記①〜⑥を満たす場合、流⽤でも構わない

• 敷地が広い場合、建物周⾯写真は複数枚になってもよい

完成届の写真添付

集合住宅、⼤規模工場、官公庁施設（新設）の場合

• 接続ます接続状況
• 施⼯箇所がわかる遠景写真（ますの並びがわかる写真）

浄化槽、汲み取り改造の場合

完成届の写真添付

工事⽤仮設トイレなど（臨時・仮設）の場合

• 阻集器、地下排水槽を設置する場合、型式・大きさがわかる写真

• 施⼯箇所がわかる写真（任意箇所）

テナント工事（屋内）の場合

• 接続ます接続中写真

• 施⼯箇所がわかる遠景写真（ますの並びがわかる写真）



完成届の写真添付

修繕工事（屋内）の場合

• 阻集器、地下排水槽を設置する場合、型式や大きさがわかる写真

• 施⼯箇所がわかる写真（遠景）

• 施⼯状況がわかる写真（掘削中）

• 施主や元請へ提出する写真の流⽤でも構わない

修繕工事（屋外）の場合

• 阻集器、地下排水槽を設置する場合、型式・大きさがわかる写真

• 施⼯状況がわかる写真（任意箇所）

• 施主や元請へ提出する写真の流⽤でも構わない




